
令和７年度

【業務名】

豊平学園第２校舎改修工事設計業務　仕様書

　業務場所　：　北広島町都志見１０９１４



豊平学園第２校舎改修工事設計業務 位置図

業務位置



1 

豊平学園第２校舎改修工事設計業務 

特記仕様書 

 

Ⅰ．業務概要 

 

　１．業務名称 

　　　豊平学園第２校舎改修工事設計業務 

 

　２．設計内容 

　　　次の工事の実施を検討しているため、その設計を行い、必要な資料を提出すること。なお、それぞれの工事

は分離して発注することを見込んでいる。 

①屋上改修工事として、屋上防水改修の設計 

②トイレ改修工事として、１階・２階のトイレを和式便器から洋式便器へ改修する設計 

　　 

　３．業務内容 

　　　本業務は、北広島町立豊平学園第２校舎改修工事を実施するにあたり、次の業務を行うもの。 

①現地調査・改修工法選定 

②設計図作成 

③仕様書、設計書作成 

④数量調書作成、業者見積徴収 

⑤打合せ簿等の書類提出 

 

　４．対象施設概要 

　　　　①構 造：鉄骨コンクリート造　3階建て 

　　　　②高 さ：13.1ｍ 

　　　　③建築面積：673.4㎡ 

　　　　④延床面積：2,024.0㎡（1階：673.4㎡、2階：673.4㎡、3階：671.7㎡） 

　　　　⑤建設年度：昭和52年（1977年） 

 

　５．設計与条件 

　　　本業務について、次のとおり豊平学園第２校舎の屋上防水改修工事及びトイレ改修工事を見込んでおり、

業務終了後には、それぞれの該当資料を北広島町教育委員会に提出すること。 

　①該当工事箇所の図面 

　　　　　（豊平学園第２校舎の図面、状況写真は提供可能） 

　　　　　ア．屋上防水改修 

　　　　　　　・陸屋根防水の改修 

　　　　　　　・屋上点検口により屋上へ進入可能 

　　　　　　　・屋上に高架水槽有り、太陽光発電設備は未設置 

　　　　　イ．トイレ改修 

　　　　　　　・校舎内の１階と２階の全ての和式便器を洋式便器に変更することを見込む。 

　　　　　　　　（現況トイレ数）　 

１階：男子トイレ２台（小便器１・大便器１）、女子トイレ５台 

２階：男子トイレ８台（小便器５・大便器３）、女子トイレ５台（うち１台は洋式便器） 

　　　　　　　・洋式便器を設置することにより、和式便器の処分・トイレブースの改修も必要となるため、その費用も

見込むこと。 

　　　　　　　・トイレのレイアウトが変更となる場合には、北広島町教育委員会及び豊平学園にも協議をしながら設
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計を進めていくこと。 

　　　　　ウ．比較検討書（イニシャルコスト及びランニングコスト） 

　　　　　エ．本業務を遂行するために必要な各設備の仕様及び諸条件の調査 

　　　　　　　 

　　②建設の条件 

　　　工事費、建設工期については、次のように想定している。 

　　　トイレ改修工事については、令和７年8月での発注を検討しているため、トイレ改修工事の設計を優先的に

実施し、トイレ改修工事発注に向けて必要な図面や積算書類等の部分納品をすること。 

　　　ア．工 事 費（予定） ： 43,000千円（税込）程度を見込んでいる。 

　　　イ．建設工期（予定） ： 約4ヶ月（令和７年9月～令和7年12月）を見込んでいる。 

 

　　　屋上防水改修については、屋根と防水層の劣化状況の調査後において、改修計画の方針・概算工事費な

どについて発注者と協議しながら、改修工事内容を決定すること。 

　　　ア．工 事 費（予定） ： 提案による 

　　　イ．建設工期（予定） ： 提案による 

 

　　　　※工事費及び工法については、随時、北広島町教育委員会と打合せをしながら作業を進めていくこと。 

（工事金額の大幅な増減が見込まれる場合は、補正予算等の対応が必要になるため、早めに北広島町

教育委員会に連絡をすること。） 

　　　　※工事期間についても、設計内容により期間が変わることも想定されるため、随時、北広島町教育委員会

と打ち合わせをしながら、作業を進めていくこと。 

 

　　③設計方針（留意事項など） 

　　　ア．機器設置状況、スペースの可否、仕上げ材の仕様など施設内の現況を十分に反映させること。 

　　　イ．各設備の配置・レイアウトについては、北広島町教育委員会及び学校の意見を十分に反映させること。 

　　　ウ．設計内容は機器の仕様を含め、安全性、使いやすさ及び環境に配慮したものとすること。 

　　　エ．児童・生徒、教職員、保護者等関係者への安全確保に努め、工程、機器の搬入時期及び搬入方法を

検討し設計を行うこと。また、併設する児童クラブ等があるため、影響を検討すること。 

　　　オ．校舎内等での工事となるため、建築基準法、労働安全衛生法、建設工事公衆災害防止対策要綱、建

築工事安全施工技術指針等に基づき、施工中の安全が確保できるよう仮設計画書及び工事工程表を作

成し、設計に反映させること。 

 

　６．履行期間 

　　　契約締結日の翌日～令和７年１１月２８日（金） 

　　　（このうち、検査期間として１０日を見込んでいる。） 

 

 

Ⅱ．業務仕様 

　　本特記仕様書（以下「特記仕様書」という。）に記載されていない事項は、「公共建築設計業務委託共通仕様

書（官庁営繕統一基準）（以下「共通仕様書」という。）」による。 

 

　１．特記仕様書の適用 

　　本特記仕様書（以下「特記仕様書」という。）は記載された特記事項については「　○・ 　」印が付いたものを適用

する。「　○・ 　」印の付かない場合は、「　＊　」印を適用する。「　○・ 　」印と「　○＊　」印が付いた場合は共に適用

する。 

 

　２．特記仕様書における読替え等 

　　　①共通仕様書中、「検査職員」とあるのは特記仕様書では「検査員」と読み替えるものとする。 

　　　②共通仕様書３．２設計方針の策定等の１．の（　　）内は、「告示別添一第１項第一号イに掲げる基本設計

方針の策定に限る」とする。 
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　３．設計業務の内容及び範囲 

　　(1）一般業務の範囲 

　　　ａ．基本設計 

　　　　　○・ 　建築（総合）基本設計に関する標準業務 

　　　　　・　建築（構造）基本設計に関する標準業務 

　　　　　○・ 　電気設備基本設計に関する標準業務 

　　　　　○・ 　機械設備基本設計に関する標準業務 

　　　　　　　（電気・機械の設計について、必要な箇所があればその内容のみでよい） 

 

　　　ｂ．実施設計 

　　　　　○・ 　建築（総合）実施設計に関する標準業務（設計意図の伝達業務を除く） 

　　　　　・　建築（構造）実施設計に関する標準業務（設計意図の伝達業務を除く） 

　　　　　・　電気設備（昇降機を含む）実施設計に関する標準業務 

　　　　　　　（設計意図の伝達業務を除く） 

　　　　　・　機械設備実施設計に関する標準業務（設計意図の伝達業務を除く） 

 

　　　　　　　※一般業務の内容には、委託業務の履行にあたり、設計内容の説明等に用いる資料等の作成(簡易

な透視図、日影図、コスト縮減資料及び各種技術資料を含む)及び委託業務の対象となる工事の

実施に当り法令上必要となる、各種の申請に用いる資料の作成や申請手続き業務（複雑なものを

除く。）を含むものとする。 

 

　　本業務の積算は、次の算定方法による。又、各算定方法毎の本業務に関する一般業務の対象業務率は次の

とおりである。 

　　　　　・　延面積に基づく算定方法　　〔　　０．０〕％ 

　　　　　○・ 　図面目録に基づく算定方法　〔１００．０〕％ 

　　　　　・　その他　　　　　　　　　　〔　　０．０〕％ 

 

　　(2）追加業務の内容及び範囲　（※本契約に含まれる追加業務） 

　　　　　○＊　積算業務　（積算数量算出書の作成、単価作成資料の作成、見積りの徴収、見積検討資料の作成） 

　　　　　○・ 　建築積算業務 

　　　　　・　既存建物解体工事費積算業務 

　　　　　○・ 　電気設備積算業務 

　　　　　○・ 　機械設備積算業務 

　　　　　　　（工事の内容により、該当のもののみの積算で構わない。） 

 

　　　　　・　透視図（着色）作成：種類（　　　）、　判の大きさ（　　　）、　枚数（ 　　部 ）、額の有無（ 　　 ）、　材質

（ 　　　　 ） 

　　　　　・　透視図の写真撮影：カット枚数（ 　　）、　判の大きさ（　　 ）、 

　　　　　　　　　　　　　　　　白黒・カラーの別（　　　 ） 

　　　　　・　模型製作：縮尺（1/　　　）、主要材料（ｽﾁﾚﾝﾎﾞｰﾄﾞ又はこれに準ずるもの ）、 

　　　　　　　　　　　　ケース有無（ 無し ）、　材質（ 　　） 

　　　　　・　模型の写真撮影：カット枚数（ 　　枚以上 ）、　判の大きさ（キャビネ判）、 

　　　　　　　　　　　　　　　白黒・カラーの別（カラー） 

　　　　　○・ 　関係法令等に基づく必要な各種申請手続き業務 

　　　　　・　計画通知（ピアチェックを含む）又は建築確認申請手続業務 

　　　　　・　市町指導要綱による中高層建築物の届出書（標識看板及び設置報告書の作成含む） 

　　　　　・　エネルギーの使用の合理化に関する法律（以下「省エネ法」という。）に基づく省エネルギー関係計算

書の作成及び申請手続き業務 

　　　　　○・ 　リサイクル計画書の作成（基本設計、実施設計の各段階において、建設副産物対策（発生の抑制、

再利用の促進、適正処理の徹底）について検討を行い、設計に反映させるものとし、その検討内容をリ

サイクル計画書として取りまとめを行う。） 
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　　　　　○・ 　概略工事工程表の作成 

　　　　　・　広島市地球温暖化対策等の推進に関する条例に基づく建築物環境計画書（CASBEEによる評価に

係る業務を含む）及び緑化計画書申請手続き業務 

　　　　　○・ 　保護者等・学校関係者に必要な資料の作成 

　　　　　・　防災計画評定又は防災性能評定に関する申請手続き業務 

　　　　　・　テレビ電波障害調査 

　　　　　・　その他当該設計業務に必要な業務（構造計算適合判定申請手数料等） 

　　　　　　　※各種申請において、申請手数料を要する場合、費用は受注者の負担とする。 

 

　４．業務の実施 

　　(1)　一般事項 

　　　ａ．基本設計業務は、提示された設計与条件及び適用基準等によって行う。 

　　　ｂ．実施設計業務は、提示された設計与条件、基本設計図書及び適用基準等に基づき行う。 

　　　ｃ．積算業務は、監督職員の承諾を受けた実施設計図書及び適用基準等によって行う。 

 

　　(2)　適用基準等 

　　　　設計にあたっては、建築基準法その他関係法令並びにこれに基づく条例規則等の規定を適用する。その

他の適用に当っては下記の基準を参考にし，特記なき場合は、国士交通省大臣官房官庁営繕部が制定

又は監修したものとする。 

 

　　　ａ．共　通 

　　　　　○・ 　官庁施設の基本的性能基準　　（ 最新版 ） 

　　　　　○・ 　官庁施設の総合耐震計画基準　（ 最新版 ） 

　　　　　・　官庁施設の総合耐震診断・改修基準　（ 最新版 ） 

　　　　　○・ 　官庁施設の環境保全性に関する基準　（ 最新版 ） 

　　　　　・　官庁施設の環境保全性に関する診断・改修基準　（ 最新版 ） 

　　　　　○・ 　官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準　（ 最新版 ） 

　　　　　・　官庁施設の防犯に関する基準　（ 最新版 ） 

　　　　　・　広島県電子納品実施要領【建築設計業務編】　（ 最新版 ） 

　　　　　○・ 　公共建築工事積算基準　（ 最新版 ） 

　　　　　○・ 　公共建築工事共通費積算基準　　（ 最新版 ） 

　　　　　○・ 　公共建築工事標準単価積算基準　（ 最新版 ） 

　　　　　・　建築物解体工事共通仕様書（最新版） 

　　　　　・　耐震診断基準・同解説，改修設計指針・同解説 

（国土交通省住宅建築指導課監修　最新版） 

　　　　　・　屋内運動場等の耐震性能診断基準　（ 文部科学省大臣官房文教施設企画部 ） 

　　　　　・　広島県公共建築物等木材利用促進方針 

 

　　　ｂ．建　築 

　　　　　○・ 　建築工事設計図書作成基準　（ 最新版 ） 

　　　　　○・ 　公共建築工事標準仕様書　　（建築工事編） 

　　　　　○・ 　公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）（ 最新版 ） 

　　　　　・　木造建築工事標準仕様書　　（ 最新版 ） 

　　　　　○・ 　建築設計基準　　　　（ 最新版 ） 

　　　　　○・ 　建築構造設計基準　　（ 最新版 ） 

　　　　　○・ 　建築工事標準詳細図　（ 最新版 ） 

　　　　　・　木造計画設計基準・同解説　（ 最新版 ） 

　　　　　○・ 　建築改修設計基準　（ 最新版 ） 

 

　　　ｃ．建築積算 
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　　　　　○・ 　公共建築数量積算基準　（ 最新版 ） 

　　　　　○・ 　公共建築工事内訳書標準書式（建築工事編）　　（ 最新版 ） 

　　　　　○・ 　広島県営繕工事内訳書作成要領（建築工事編）　（ 最新版 ） 

　　　　　○・ 　公共建築工事見積標準書式（建築工事編）　　　（ 最新版 ） 

 

　　　ｄ．設 備 

　　　　　○・ 　建築設備計画基準　（ 最新版 ） 

　　　　　○・ 　建築設備設計基準　（ 最新版 ） 

　　　　　○・ 　建築設備工事設計図書作成基準　　（ 最新版 ） 

　　　　　○・ 　公共建築工事標準仕様書　　（電気設備工事編）　（ 最新版 ） 

　　　　　○・ 　公共建築設備工事標準図　　（電気設備工事編）　（ 最新版 ） 

　　　　　○・ 　公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）　（ 最新版 ） 

　　　　　○・ 　公共建築工事標準仕様書　　（機械設備工事編）　（ 最新版 ） 

　　　　　○・ 　公共建築設備工事標準図　　（機械設備工事編）　（ 最新版 ） 

　　　　　○・ 　公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）　（ 最新版 ） 

　　　　　・　排水再利用・雨水利用システム計画基準　（ 最新版 ） 

　　　　　○・ 　建築設備耐震設計・施工指針　（ 最新版 ） 

 

　　　ｅ．設備積算 

　　　　　・　公共建築設備数量積算基準　　（ 最新版 ） 

　　　　　・　公共建築工事内訳書標準書式　（設備工事編）　（ 最新版 ） 

　　　　　・　公共建築工事見積標準書式　　（設備工事編）　（ 最新版 ） 

 

　　(3)　業務計画書（業務組織計画表） 

　　　　業務計画書として，次の内容を記載した業務組織計画表を、「委任（下請負）承諾願」に添付し、提出する

こと。（共通仕様書第３章　３．５の規定は適用しない。） 

 

　　　ａ．管理技術者の氏名，生年月日，所属・役職，保有資格，経験年数等 

　　　ｂ．各主任担当技術者の担当分野、氏名、生年月目、所属・役職、保有資格、経験年数等 

　　　ｃ．担当技術者の分担業務分野、所属、氏名、生年月日、保有資格、経験年数等 

　　　ｄ．協力事務所の名称、分担業務分野、協力を受ける理由及び具体的内容 

　　　ｅ．分担業務分野、具体的な業務内容、追加する理由及び主任担当技術者の氏名・生年月日・所属・役職・

保有資格・経験年数等 

　　　　　（建築、構造、電気及び機械以外に分担業務分野がある場合） 

　　　ｆ．緊急連絡先 

　　　ｇ．その他 

 

　　（4）　管理技術者の資格要件 

　　　ａ．管理技術者の資格要件は次による。なお、受注者が個人である場合にあってはその者、会社その他法

人である場合にあっては当該法人に所属するものを配置しなければならない。 

 

　　　　　○・ 　建築士法（昭和25年法律第 202号。以下同じ。）第２条第２項に規定する一級建築士 

　　　　　・　建築士法第２０条第５項に規定する建築設備に関する知識及び技能につき国土交通大臣が定める資

格を有するもの（建築設備士） 

　　　　　・　建築士法第10条の２第４項に規定する構造設計一級建築士 

　　　　　・　建築士法第10条の２第４項に規定する設備設計一級建築士 

　　　　　・　（社）日本建築積算協会が付与する建築積算資格者 

 

　　　ｂ．　専門分野を担当する主任担当技術者の資格要件は次による。 

　　　　　○・ 建築　…　一級建築士 



6 

 

　　(5)　貸与資料等 

　　　ａ．既存設計図書等 

　　　　　○・ 　既存建築物設計図書一式 

　　　　　・　各種工事特記仕様書 

　　　　　・　敷地測量図 

　　　　　・　耐震診断報告書 

 

　　　ｂ．既存資料 

　　　　　・　既存地質調査資料（柱状図） 

　　　　　・　基本計画図（基本計画書） 

　　　　　・　（財）建築コスト管理研究所の内訳書作成システム用ＣＤ 

　　　　　　　（名称ファイル，金抜き複合単価ファイル） 

　　　　　・　類似設計例の参考設計図書 

 

　　(６)　成果物の取り扱いについて 

　　　提出されたＣＡＤデータ等については、当該施設に係る工事の請負業者に貸与し、当該工事における施工

図及び完成図の作成に使用するなど、建築設計業務等委託契約約款第８条第１項の規定の範囲内で使用

することがある。 

 

　　(７)　業務実績情報の登録について 

　○＊　不要とする。 

 

　　(８)　地元関係者等への説明、交渉等 

　　　　　・　本業務の実施に伴い、（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）等で構成する協議会等を設置する。協

議会等の運営は受注者が行う。 

　　　　　○・ 　受注者は、発注者が行う関係者等への説明、交渉等の際にこれに協力する。 

 

　　(９)　設計に際しての基本方針 

　　　設計に際しては北広島町教育委員会職員、各学校職員等と十分な連絡調整を行い、設計条件の明確化を

図るものとし、次の点に留意すること。 

 

　　　ａ．地盤、構造体、仕上げ及び機器の安全性 

　　　ｂ．設計施設と周辺の環境との調和 

　　　ｃ．使用上の利便 

　　　ｄ．経済性、維持管理の容易性及び各種設備更新時の検討 

　　　ｅ．工事の安全性及び公衆災害の防止 

　　　ｆ．条件明示（原則として特記仕様書（施工条件）に記入すること） 

　　　ｇ．分別解体の適正化（物品、作業種別、有害物質の有無を明示した処理表を含む仕様書を作成すること） 

 

　　(10)　積算に際しての留意事項 

　　　　　工事内訳書の単価については、建設物価・積算資料等の設計月の刊行物を採用し、見積りによる場合

は、数社に見積りを徴集し、比較表を作成して、最低見積額を採用すること。なお、見積りを依頼する前に

は、北広島町教育委員会に見積り依頼先名簿届を提出し承諾を得ること。 

　 

　　(11)　建築設計と設備設計等（別途契約）との相互調整について 

　　　　　業務の実施に当っては、建築設計及び設備設計等の受注者は相互に設計内容の調整及び確認を行い、

相互の業務に必要な図面又は資料（ＣＡＤデータ等の電子データを含む）は必要な時期に、別契約の受

注者に提供すること。 

 

　　(12)　協力業者（下請け業者）との契約について 
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　　　　　協力業者（下請け業者）との契約に当っては，平成21年1月7日付け国土交通省告示第１５号によって示

された構造及び設備の報酬基準を参考に，設計品質を確保する上で必要な報酬額で契約するよう努める

こと。 

　　　　　また、第三者に再委託する場合に、発注者の承諾を得なくてもよい簡易な業務は、コピー、ワープロ、印

刷、製本、計算処理（構造計算，設備計算及び積算を除く。）、トレース、資料整理、模型製作、透視図作

成に限る。 

 

　　(13)　特別管理産業廃棄物等の調査 

　　　　　解体等の設計に際しては、特別管理産業廃棄物等（廃石綿等、ＰＣＢを含む機器類、ＰＣＢ含有シーリン

グ材、廃油、廃酸・廃アルカリ、フロン・ハロン、イオン化式感知器、六ふっ化硫黄ガス等）の有害物質の有

無について調査を行うこと。なお、調査方法等は、廃石綿等にあっては、建築物解体工事共通仕様書・同

解説（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修　平成18年版）　6．1．3施工調査により実施し、その他の廃棄

物等は調査職員と協議の上、実施すること。また，廃石綿等の資料採取による分析調査箇所数は下記のと

おり見込んでいる。 

【廃石綿等の資料採取による分析必要箇所数】 

① アスベスト含有吹付け材　・・・（　　）箇所 

② アスベスト含有保温材等　・・・（　　）箇所 

③ アスベスト含有成形板　　 ・・・（　 ）箇所 

 

　　(14)　その他 

　　　　　設計仕様書及び監督職員の指示を基に設計方針の策定を行い、業務当初及び変更の都度、監督職員

の承諾を得ること。 

　　　　　各学校周辺の道路状況を調査し、工事用車両及び資材搬入経路及び交通誘導員等の配置について検

討し、仮設計画書に反映すること。 

　　　　　成果品の検査に合格後、提出図面等一式の納品をもって業務完了とする。 

 

５．成果物，提出部数等 

 成　果　物 規格及び部数 備考

 ○・ 　建築（総合）設計図 １部 原図

 ・　建築（構造）設計図 １部 原図

 ○・ 　電気設備設計図 １部 原図

 ○・ 　機械設備設計図 １部 原図

 

・　構造計算書
１部 

（A4版製本）

ALC外壁パネル工事，屋根工事等について

は、建築基準法に基づく風速等に応じた標

準的な工法検討及び詳細図の作成まで含

む。

 ・　電気設備設計計算書 １部

 ・　機械設備設計計算書 １部

 ・　昇降機設備設計計算書 １部

 ・　電子成果品（エラーチェック含む） ２部 電子メディアにて提出

 ・　積算数量算出書（数量調書含む） １部

 ○・ 　工事内訳書 １部 金額入り・金額抜き　電子データ共

 ○・ 　内訳書単価根拠資料（単価比較表、見

積書、使用機器・材料カタログ等）
１部

 ○・ 　営繕工事積算チェックリスト １部

 
○・ 　関係法令等に基づく必要な各種申請図

書（計画通知図書等）
必要部数

手続きを含み、計画通知書については、第１

面～第５面と確認済証をＰＤＦデータで提出

すること。

 ・　省エネルギー関係計算書 １部

 ・ 　 建 築 物 環 境 性 能 評 価 シ ス テ ム １部
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〇本業務に関する連絡先 

　北広島町教育委員会　教育課　学校総務係 

　　〒７３１－１５９５　広島県山県郡北広島町有田１２３４ 

　　TEL：０８２６－７２－７３６０　　FAX：０８２６－７２－５２４２　　メール：k-kyoikuka@town.kitahiroshima.lg.jp

 （CASBEE）による計算書

 ○・ 　リサイクル計画書 １部

 ○・ 　概略工事工程表 １部

 ・　コスト構造改善検討資料 １部

 ・　防災計画書 １部

 ・　環境配慮システムチェック表 １部 広島県環境配慮推進要綱による

 
・　テレビ電波障害調査報告書 １部

測定結果一覧表、調査所見、測定写真、受

信障害予想地域図、住宅地域図等を添付

 ○・ 　アスベスト有無に関する（事前）報告書 １部

 ・　各種技術資料 １部 必要に応じて提出すること。

 ・　透視図 一式

 ・　透視図の写真 各　枚 カラー　キャビネサイズ

 ・　模型 一式

 ・　模型の写真 各　枚 カラー　キャビネサイズ

 ○・ 　広報説明用資料（デフォルメ化した説明

用図面を含む）
１部

デフォルメ図面のレイアウト、カラー等は調査

職員と協議の上決定（電子データ共）

 
○・ 　業務打合せ簿・打合せ記録簿 １部

官公署との設計協議書及び協議記録簿等を

含む

 ○・ 　現況写真及び現地調査資料 １部 Ａ４版製本　写真及び画像データ共

 ○・ 　設計図二つ折り製本 ２部 Ａ３版製本

 ○・ 　稟議用Ａ４版製本 １部

 ○・ 　見積依頼先名簿届 １部 必要に応じて指定様式で提出すること。

 ○・ 　貸与品借用（返納書） １部 必要に応じて指定様式で提出すること。

 提出を要する事務書類 部数 備考

 

○・ 　管理技術者選任（変更）通知書 １部

管理技術者と受注者との雇用関係が確認で

きるもの（健康保険証の写し等）を添付　免

許・資格については証する写しを添付。

 ○・ 　誓約書 １部 管理技術者の兼務制限について

 ○・ 　業務工程表 １部

 
○・ 　期間別業務履行報告書 毎月１部

期間内に作成した図面を添付　提出回数及

び提出日は毎月1回で、7日までの提出とす

る。

 ○・ 　委任（下請負）承諾願 １部 業務組織計画表を添付。

 ○・ 　委託業務完了通知書 １部

 ○・ 　引渡書 １部

 ○・ 　請求書 １部



式 （Ａ）

式

式

式 （D）

式

北広島町

1

1 （Ｂ）

1 （Ｃ）

1

千円未満切捨

1

豊平学園第２校舎改修工事設計業務 業務場所：北広島町都志見10914

名　　　　称 規格・寸法 数　　　量 単 位 単          価 金      額 適                    要

　業務委託費

業務価格

　　直接人件費 技師C

　　諸経費 （Ａ）×1.1

　　技術経費 （Ａ+Ｂ）×0.15

　　特別経費
アスベストの分析調査に係
る費用

業務価格　合計 （Ａ）+（Ｂ）+（Ｃ）+（D）

消費税相当額

総　合　計


